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計画策定に当たって 

 

目指す都市像の実現に向けて，市民や行政をはじめ，多様なまちづくりの担い手が，

それぞれの役割と責務を果たしながら，相互に協力し合いまちづくりに取り組むととも

に，本市の有する地域資源や拠点性を最大限に生かし，住民福祉の増進を図り，北北海

道の拠点都市としての更なる発展を目指すまちづくりを進めるための指針として新た

な総合計画を策定します。 

この総合計画は，総合的かつ計画的な市政運営を図るための分野別各種計画の基本と

なる最上位の計画です。 

 

 

１ 名称 

第８次旭川市総合計画 

 

本市では，これまで７次にわたり，その時代ごとの将来を展望して総合計画を定め，

市民や行政などが共にまちづくりに取り組んできたところであり，その歴史的経過を踏

まえた表現としました。  

 

 

２ 構成及び期間 

総合計画は，「基本構想」と「基本計画」で構成します。 

さらに，総合計画に掲げる目標に向けた施策を具体的に推進するための「推進計画」

を合わせて策定します。 

 

（１）総合計画 

ア 基本構想［将来ビジョン］ 

基本構想は，「旭川市まちづくり基本条例（以下「条例」という。）」に掲げる

理念等に基づき，市民や行政などが目指す都市像とその実現に向けた基本的な方

向性（基本目標，基本政策の概要等）を共有し，総合的かつ計画的にまちづくり

を進めていくための「将来ビジョン」です。 

条例第１７条第３項の基本的事項に該当し，議会の議決が必要です。 

 

［期 間］ 

平成２８年度（２０１６年度）から平成３９年度（２０２７年度）までの 

１２年間とします。 

 

イ 基本計画［基本政策プラン］ 

基本計画は，基本構想に掲げる目指す都市像や基本目標の実現に向けて，基本

政策ごとの取組の方向を体系的に明らかにした「基本政策プラン」です。 

さらに，基本政策に掲げる目標の達成度合いを客観的に計る指標を設定すると

ともに，本市の諸課題の解決に向けて「選択と集中」を図り，特に重点的に取り

組む「重点施策」を新たに設定します。 
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［期 間］ 

基本構想と同様に，平成２８年度（２０１６年度）から平成３９年度 

（２０２７年度）までの１２年間とします。 

なお，基本計画の実効性をより高めるため，社会経済情勢の変化等を踏まえ

て原則４年ごとに見直します。 

 

（２）推進計画［推進プログラム］ 

推進計画は，総合計画で示す基本目標，基本政策，重点施策等を踏まえ，これら

の目標達成に向けた施策を着実に進めていくための取組や事業を明らかにした「推

進プログラム」です。 

なお，推進計画は，原則４年間の計画とし，財政収支の見通しをはじめ，目標の

進捗状況や施策・事業の効果を見極めながら，最適な手段を選択するため，毎年度

見直します。 

 

 

３ 役割及び機能 

第８次旭川市総合計画は，目指す都市像と，その実現に向けた取組を総合的かつ体

系的に明らかにした中長期的なまちづくりの方向性を示すものであり，次の役割を担

います。 

 

・  市民や行政をはじめ，多様なまちづくりの担い手が，協力してまちづくり

を進めるための指針 

・  市政運営における最上位の計画として，市各部局がその使命と役割を踏ま

え，様々な施策や事業を構築し，推進するための指針 

・  国や道をはじめ，圏域自治体，関係機関に対して本市のまちづくりの方向

性を明示し，必要な施策や事業の推進に当たり調整，連携を図るための基本

的な指針 

 

また，これらを踏まえ，次の点を考慮し，計画を策定します。 

 

（１）重点施策を明確にした計画 

今後も厳しい財政運営が予想される中，これまで以上に選択と集中により施策の

推進を図る必要があるため，諸課題の解決に向けて，計画の施策分野の中から，特

に戦略的，横断的に推進する取組を「重点施策」として明らかにします。 

 

（２）実効性のある健全な市政運営を進めるための計画 

目標の達成に向けて，行政外からの意見を反映する評価体制を構築し，透明性と

実効性を高めるとともに，限られた行政資源（ヒト・モノ・カネ）を効果的，効率

的に活用する仕組みづくりにより，健全で安定した市政運営の推進を目指します。 
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（３）社会経済情勢の変化等に柔軟に対応できる計画 

昨今の著しい社会経済情勢の変化や国の施策の動向等に柔軟に対応するととも

に，市長任期との連動性の観点から，基本計画を原則４年ごとに見直します。 

 

（４）市民・地域主体の新たな自治を目指す計画 

条例や旭川市地域自治推進ビジョンに基づき，市民や行政をはじめ，多様なまち

づくりの担い手がそれぞれの役割を果たし，相互に連携，補完し合う新たな地域づ

くりを進めることにより，市民主体，地域主体のまちづくりの充実を目指します。 

  

（５）目標中心型の計画 

「どのようなまちにするか」という目標を明示し，その実現に向けて，最適な手

段である施策・事業を創意と工夫によって構築していく「目標中心型」の計画とし

ます。 

 

（６）まちづくりの成果が見える計画 

目標の達成度合いを客観的に計る指標を設定し，計画の進捗状況や取組の成果が

市民に分かりやすい計画とします。 
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＜第８次旭川市総合計画の概要＞ 
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１ 計画策定の趣旨 

 

（１）これまでのまちづくりの歩み 

   本市では，昭和３１年度に策定した「大旭川建設計画」以来，「第７次旭川市総合

計画（平成１８年度～平成２７年度）」まで７次にわたり市政運営の長期的な方向を

示す計画を策定し，総合的，計画的にまちづくりを進めてきました。 

また，昭和３５年の「市民憲章」の制定をはじめ，「安全都市宣言」，「平和都市宣

言」，「健康都市宣言」，「長寿都市宣言」を行い，質の高い暮らしの確保やより良い地

域社会づくりに取り組んできました。 

平成１２年４月には中核市に移行し，保健所を設置するなど事務権限の拡大により，

更なる市民サービスの充実に努めてきたところです。 

さらに，平成１４年には「旭川市市民参加推進条例」を制定し，市民と行政の協働

を基本とした市民参加のまちづくりを推進しています。 

平成２２年には「旭川市議会基本条例」が制定され，また，平成２６年にはまちづ

くりの基本的な考え方や仕組みを定める「旭川市まちづくり基本条例」を制定し，こ

の条例の前文において， 

 

私たちのまち旭川は，北海道のほぼ中央にあり，大雪山連峰をはじめとする雄大な

山々に囲まれ，石狩川など多くの川が流れる，豊かな自然と四季折々の情景に恵まれ

た美しいまちです。古くから自然と共生し暮らしていたアイヌの人々と，開拓のため

に移り住んだ人々をはじめ多くの先人が，たゆみない努力を積み重ね，北国独自の文

化と多様な産業を育むとともに，北海道の交通の要衝として，経済，医療・福祉，教

育などの都市機能と自然が調和したまちを築いてきました。 

    こうした自然や歴史，文化，産業などの多くの地域資源は，かけがえのない財産

であり，私たちにはこれらの財産を守り，育て，次の世代へとつなげていく責任が

あります。（中略） 

このまちを育てていくのは，私たち自身です。私たちは，このまちに誇りと愛着を

持ち，より一層活力と安心に満ちた，支え合って暮らせるまちに向かって，市民の力

とまちの素晴らしさを信じ，力強く歩んでいきます。 

 

と，本市の歴史や特徴，まちづくりに関する市民の思いや決意を述べています。 

第８次旭川市総合計画は，この条例の趣旨を踏まえ策定します。 

 

（２）まちづくり基本条例に基づく初めての計画 

昭和４４年以降は，地方自治法に基づき市町村には基本構想の策定義務がありまし

たが，平成２３年にその規定が廃止され，基本構想の策定については市町村の判断に

委ねられました。 

このため，本市では，条例第１７条で総合計画を定めることを規定し，この条例に

基づく初めての計画として，第８次旭川市総合計画を策定します。 
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２ 基本構想の目的及び期間 

 

基本構想は，条例に掲げる理念等に基づき，市民や行政などが目指す都市像とその実

現に向けた基本的な方向性（基本目標，基本政策の概要等）を共有し，総合的かつ計画

的にまちづくりを進めていくための「将来ビジョン」です。 

条例第１７条第３項の基本的事項に該当し，議会の議決が必要です。 

 

［期 間］ 

平成２８年度（２０１６年度）から平成３９年度（２０２７年度）までの１２年間と

します。 
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３ まちづくりの展望 

 

  本市の持続的な発展を目指していく上で，次の５つの観点から，これからのまちづ

くりを展望します。 

 

（１）本格的な少子高齢・人口減少社会への対応 

 

【展 望】 

計画最終年度の平成３９年度における人口は，３１万２千人と現在（H26.10.1）

よりも約３万５千人減少する一方，世帯数は１７万７千世帯と１千世帯増える推計

となっており，高齢化率も２９．３％

から３６．５％となるなど，今後，

本格的な少子高齢・人口減少社会を

迎えます。 

このため，人口減少の抑制に向け

て，市民が生き生きと学び，働くこ

とができる環境づくりや安心して子

どもを生み育てられる環境を整える

など，まちの活力の創出と次代を担

う人材の確保などの中長期的な対応

が求められています。 

また，高齢化が進行する中，誰も

が住み慣れた地域で生きがいを持っ

て暮らせる社会環境づくりが重要で

す。 

【参考（現状と課題）】 

我が国の総人口は，平成１７年に初の減少に転じ，その後一旦増加したものの，再び減少傾向

にあり，国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，今後も更に減少していくとされていま

す。 

本市の人口（住民基本台帳人口）は，昭和５８年に３６万人を超え，昭和６１年の３６５，３

１１人をピークに長く３６万人台を維持してきましたが，死亡数が出生数を上回る自然減と転出

が転入を上回る社会減による人口減少が続き，平成１８年に３６万人を割り，平成２５年には更

に１万人減少して３４万人台となり，現在も減少傾向にあります。 

また，本市の合計特殊出生率注 1は平成２０年以降１．２台に上昇したものの，改善の見通しは

不透明な状況にあります。さらに，高齢者人口の増加に伴い，介護・福祉サービスを受ける人数

が増加し，ニーズが多様化する中，従来の行政サービスだけでは，このような状況に柔軟に対応

することが困難となってきています。 

少子高齢化，人口減少の進行は，地域コミュニティの衰退，経済活力の低下，社会保障関係費

の増大や税収減少による財政悪化等，市民生活や社会経済活動，行政運営等への大きな影響を与

えることが懸念されています。 

                                                   
注 1  調査年次の 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので，１人の女性が，仮にその年

次の年齢別出生率で一生の間に子どもを生むと仮定したときの子ども数に相当します。 
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（２）地域コミュニティの創生 

 

【展 望】 

地域の魅力や課題は，そこに住む人が最も熟知していることから，地域住民やＮＰ

Ｏなどの新たな公共の担い手の力を生かし，温かなつながりの中で安心して暮らせる

地域を，多様なまちづくりの担い手が共に創り上げていくことが求められています。 

このため，町内会や市民委員会，地域まちづくり推進協議会，ＮＰＯなどが，主体

的にあるいは行政との協働により課題解決に取り組むとともに，地域ごとの魅力や特

性を生かした取組を進めていくことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考（現状と課題）】 

少子高齢化の進行や世帯構成の変化等により，市民ニーズや家族形態，ライフスタイルが多様化，

複雑化する中，人と人との結び付きが弱まり，地域コミュニティ機能の低下が懸念されています。 

また，町内会や市民委員会などの地縁団体が，地域の課題解決や特性を生かした様々な公共的な

活動を行っていますが，昨今，そうした活動を支える担い手不足が課題となっており，こうした状

況に対応した住民自治注 2や行政サービスの提供が求められています。 

このため，本市では，平成２２年度から住民が地域の課題を共有し，解決策を検討しながら，個

性ある多様なまちづくりを推進していくことを目的とした地域まちづくり推進協議会を７支所地

域に設置し，平成２４年度からは市内全地域に拡大するとともに，各支所にまちづくり相談窓口を

設置するなどの取組を行っています。 

また，平成２６年度には，地域住民や団体等が主体的に考え，行動できる地域づくりを一層推進

するため，今後の地域自治の仕組みや方向性等を示す「旭川市地域自治推進ビジョン」を策定し，

「地域力の向上」に取り組んでいます。 

 

 

                                                   
注 2  住民自らが，主体的に地域づくりを進めることをいいます。 

 

（年度） 
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（３）安全・安心な暮らしの確保 

 

【展 望】 

現在，国を挙げて大規模自然災害等に備えた強靱な国土づくりが進められており，

本市においても市民の安全・安心の確保を図るとともに，将来的な行財政運営を見据

えた社会資本の適切かつ計画的な保全・運用が求められています。 

このため，建築物や橋梁等の耐震化の促進や地域防災力の向上を図るなど，市民の

暮らしへのリスクを最小限にとどめるための危機管理体制を強化し，安心につながる

安全なまちづくりを進めていくことが重要です。 

また，次代へと豊かな自然と良好な生活環境を残していくために，自然との共生を

図りながら，二酸化炭素などの排出削減や資源の循環利用を促進し，環境に配慮した

持続可能な社会づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考（現状と課題）】 

本市には，豊かな緑や多くの河川，都市と農村の景観などの誇るべき資源があり，さらに，医療・

福祉，教育，産業などの施設や交通網などの都市機能が集積しているほか，大規模地震などの災害

の発生が少ないという特長があり，それらが市民の潤いのある安全で安心な暮らしや経済活動を支

え，まちの活力を生む源になっています。 

しかしながら，我が国では，近年，東日本大震災をはじめとする地震や風水害等の自然災害が頻

発しているほか，新興感染症の発生や食の安全を揺るがす事件，事故・犯罪などが発生しており，

本市においても，市民に被害が及ぶことが懸念されます。 

また，人口の増加や市街化区域の拡大に伴い整備した市営住宅や道路，水道など社会資本の老朽

化が進んでいます。 

さらに，世界規模で地球温暖化や生物多様性注３の損失等の環境問題が深刻化し，我が国では，福

島第一原発事故を契機に，エネルギー政策が大きな転換期を迎えています。 

このような中，本市においても，環境負荷低減に向けた意識向上をはじめ，再生可能エネルギー

の活用が進みつつあります。 

 

                                                   
注３ 生物多様性基本法において，「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差

異が存在すること」と定義されています。 
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（４）地域経済の基盤強化とグローバル化への対応 

 

【展 望】 

 経済のグローバル化が一層進展し，地域経済にも様々な影響を及ぼしています。こう

した状況に対応するため，本市の地域特性や資源を生かし，地域に根ざした各種の産業

の充実を図り，さらには海外市場も視野に入れた地場産品の創出や販路拡大の取組の必

要性が高まっています。 

 人口減少が見込まれる中，こうした産業を担う人材を確保するためには，若い世代は

もとより，女性やシニア世代が活躍しやすい環境づくりを進めることが必要です。 

また，高齢者の増加を見据え，市民の暮らしを支える地域商店街の機能を維持するた

め，地域住民との結び付きを強め，商店街や企業等が活動しやすい環境を整えていくこ

とが求められています。 

 さらに，国内外との交流が活発化する中で，｢おもてなし｣の充実による観光振興や圏

域全体の資源を生かした地場産品の販路拡大などを図るため，拠点都市としての役割の

発揮や他自治体との連携の充実などに取り組み，本市をはじめ北北海道全体の魅力と活

力を高めていくことが重要です。 

 

【参考（現状と課題）】 

本市の経済状況は，依然として低迷しており，国の景気対策の効果が実感として現れていない中，

大都市圏等への人材流出が続き，そのことが労働力人口の減少や消費の縮小を招いています。 

これに加えて，国境を越えて人や物，情報等の動きが一層活発になるなど，経済のグローバル化

が進み，世界的な経済不安などが直ちに地域経済へ影響を与える一方で，海外市場を視野に産業活

動を展開する機会も増えてきています。 

そうした中，本市では，北北海道の食や農畜産物の魅力を生かした「北の恵み 食べマルシェ」

やユジノサハリンスク市での「道北物産展」に代表されるように，本市が周辺自治体を含めた圏域

のリーダーシップを執り，観光客の誘致や地場産品の魅力発信，販路拡大などに積極的に取り組ん

でいます。 

一方，高齢者人口が増加する中で，地域の小売店舗が減少するなど日常の暮らしを支えるサービ

スの低下が懸念されるため，地域コミュニティの核となる地域商店街の再生が大きな課題となって

います。 

 

 

（年度） 
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（５）自治の進展と厳しさを増す財政運営 

 

【展 望】 

地方分権が進む中，自主自律のまちづくりを進めるためには，多様化，複雑化する

市民ニーズ等に柔軟かつ的確に対応できる市役所づくりが必要です。 

また，必要な権限と財源の確保に努め，他の自治体等との連携や相互の補完による

取組を推進するとともに，市民や行政などが互いの役割を担いながら，まちづくりを

進めることが重要です。  

そのためには，多様な手法により情報共有を図り，市民参加を推進するなど，市民

の意思と力を生かした市民主体のまちづくりを推進することが求められています。 

さらに，広域的な視点に立ち，自治体間の連携充実による住民福祉の増進や効率的

な自治体運営が必要です。 

また，今後，少子高齢・人口減少社会の進行に伴い，財政状況は厳しさを増してい

くことが見込まれており，将来にわたり安定したまちづくりを進めるため，次世代に

過度の負担を残すことのないよう，財政規律注 4を踏まえた健全な財政運営が重要です。 

  

 

 

 

 

 

 

【参考（現状と課題）】 

昨今，地方分権が進展し，国と地方の役割分担が変わるなど我が国の状況が大きく変化する中で，

地方自治体は，自らの判断と責任の下，地域の実情に応じたまちづくりを進めています。 

しかしながら，本市においては，依然として厳しい財政状況が続き，少子高齢化や人口減少の進

行に伴い，更なる税収減少，社会保障関係費や社会資本の更新費用等の増加が見込まれており，自

主自律のまちづくりのための財源の確保が大きな課題となっています。 

また，本市はもとより周辺自治体を含めた圏域においても，少子高齢化や人口減少，厳しい財政

状況が喫緊の課題となる中，単独の市町村だけでは，施設整備や行政サービスの提供が困難となる

可能性があります。 

本市では，「旭川市市民参加推進条例」の施行から１０年以上が経過し，附属機関等への公募委

員の参画や意見提出手続の実施，協働事業の増加など，市民参加のまちづくりが定着しています。 

さらに，ＩＣＴ（情報通信技術）の飛躍的な進展に伴い，インターネットなどが社会生活に欠か

せないものとなっており，コミュニケーション手法やライフスタイルが変化しています。 

このような社会情勢の変化に伴い，市民のニーズや市役所に求められる役割自体が変わってきて

います。 

 

 

                                                   
注 4  国や地方自治体の財政を秩序正しく運営する規律のことで，収支のバランスをとるため，市債

発行額（借金）を抑制したり，収入を安定的に確保すると同時に，事業の見直しなどにより歳出を削

減することも重要です。 
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４ まちづくりの基本的な考え方 

 

急速に進む少子高齢化・人口減少，地域経済の低迷，厳しい財政状況など，本市を取

り巻く状況に対応していくために，これからのまちづくりを展望しつつ，本市の地域資

源である豊かな自然や都市機能が調和した旭川らしい暮らしの充実を目指していきま

す。 

そのために，恵まれた地域資源を活用し，市民の意思と力を生かした市民主体のまち

づくりと各地域のつながりや特性を生かした地域主体のまちづくりの深化を図ります。 

生き生きとした市民や地域の力を原動力として，より豊かで質の高い暮らしが実現す

ることで，このまちに暮らすことの喜びが大きくなっていきます。 

そして，郷土に対する市民の愛着と誇りが強くなり，また，地域資源が磨かれる中で，

独自の文化や賑わいが創出され，まちづくりの好循環が生まれることにより，まちの活

力が増していきます。 

さらに，本市の拠点性を最大限に生かし，広域連携の強化を図るとともに，本市や北

北海道の魅力を国内はもとより海外へと発信し，多くの人を惹きつけ，多様な交流が生

まれることで，本市の総合力が高まります。 

このように，市民や行政をはじめ，多様なまちづくりの担い手による更なる好循環を

生み出し，ひと・まち・世界とのつながりが広がる持続可能なまちを築きます。 
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５ 目指す都市像 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説明） 

  市民が郷土に愛着と誇りを持って生き生きと暮らし，恵まれた地域資源を生かした

産業や経済が活き活きと展開されていることを「いきいき旭川」としています。 

こうした旭川らしい暮らしや本市の様々な魅力が，国内はもとより世界へと発信され

ることにより，国内外の多くの人を惹きつけ，賑わいを生み，好循環となってまちの活

力が増していることを「世界にきらめく」としています。 

また，市民が幸せと生きがいを感じ，多くの人々の喜びと感動に包まれたまちの様

子を「笑顔あふれる」とし，将来にわたって本市の豊かな自然とその恵みを享受でき

るまちの様子を「自然あふれる」としています。 

さらに，本市が，国内外との交流が活発な北北海道の拠点都市として，圏域全体を牽

引し役割を発揮している様子を「北の拠点」としています。 

 

  

世界にきらめく いきいき旭川 

～笑顔と自然あふれる 北の拠点～ 
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６ 都市像の実現のために 

 

  市民や行政をはじめ，多様なまちづくりの担い手が，目指すべきまちの姿を都市像

として共有しながら，その実現に向けて，共に力を合わせていくことが重要となりま

す。 

このため，本市が目指すべきまちの方向性を５つの基本目標とし，その目標を実現す

るために１３の基本政策を掲げ，総合的にまちづくりを進めていきます。 

基本目標の１から４は，福祉・子育て，教育・文化，産業・交流，環境・都市基盤な

どの各分野ごとの目標とし，５は住民自治や自治体経営の観点からの目標として設定し

ます。 

 

＜体系図＞ 
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基本目標１ すくすくと子どもが育ち，誰もが健やかに暮らせるまちを目指します 

子どもが元気にすくすくと成長し，子どもから高齢者までの誰もが健康で暮らせるま

ちを目指します。 

また，住み慣れた地域で互いに支え合い，生きがいを持って暮らせる温もりのあるま

ちを目指します。 

 

基本政策１ 子育てに希望を持ち，子どもの成長を支える環境づくり 

  誰もが希望を持ち，安心して妊娠，出産，育児ができるよう，子育てと仕事の両立

をはじめ，子どもの成長過程や家庭環境などに応じた支援に取り組みます。 

また，子ども一人一人が家庭の中で愛情を受けながら健やかに育つことはもとより，

社会全体で子どもの成長を支え，共に喜びを感じることのできる環境づくりを進めま

す。 

 

 基本政策２ 生涯を通じて健康に暮らせる保健・医療の推進 

市民一人一人の「自分の健康は自分でつくる」という意識を高めながら，疾病予防

を重視し，それぞれのライフステージに応じた主体的な健康づくりをはじめ，職場や

地域ぐるみによる取組を推進します。 

  また，健康で安全・安心な暮らしを支えるため，衛生的な生活環境を維持するとと

もに，質の高い医療や救急医療の確保に取り組みます。 

 

基本政策３ 互いに支え合う福祉の推進 

高齢者や障害者などへの適切な福祉サービスの提供をはじめ，人と人との支え合い

によるセーフティネットを構築し，自立を支援しながら，誰もが住み慣れた地域で安

心と温もりを感じることができる福祉を推進します。 

 

 

基本目標２ たくましく未来を拓く人材を育み，生涯を通じて学べるまちを目指します 

次代を担う子どもや若者が，知識や技能などを磨き，たくましく未来を拓く人材へと

成長するとともに，誰もが自らの意欲に応じて生涯を通じて学び，互いに高め合いなが

ら心豊かに暮らせるまちを目指します。 

 

基本政策４ 次代の担い手が，生き生きと学ぶ教育の推進 

次代を担う子どもや若者が，安全・安心で快適な教育環境の中で生き生きと学び，

確かな学力，豊かな心，健やかな体を育む質の高い教育を進めるとともに，家庭・地

域との連携を図り，地域に開かれた学校づくりを推進します。 

  また，社会で自立的に生きていくための力を育み，個性に磨きをかけ，まちの発展

を担うとともに，世界で活躍する人づくりを進めます。 
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基本政策５ スポーツや文化に親しみ，学びを深める環境づくり 

生涯を通じて主体的に学ぶ機会の充実を図り，学び合いによる成果を生かしながら，

地域の教育力を高めます。 

   また，個性豊かで北国らしい文化の振興や郷土意識の向上を図るとともに，スポ

ーツ・レクリエーションに親しめる環境の整備や各種大会・合宿等の誘致を進め，

競技力の向上やスポーツのすそ野の拡大，スポーツを通じた地域活性化を図ります。 

 

基本目標３ 活力と賑わいにあふれ，経済が力強く発展するまちを目指します 

地域の魅力を発信し，地域の資源と特性を生かした産業を展開するとともに，まちの

機能を強化することにより，地域内はもとより国内外の都市との連携や交流が活発で，

多彩な人材が活躍する活力と賑わいにあふれたまちを目指します。 

 

基本政策６ 魅力と活力のある産業の展開 

地場産品の競争力の強化，国内外への販路拡大や企業誘致を推進するなど，本市の

持つ強みを生かし，地域産業の活性化を図ります。 

  また，地域産業の持続的な発展を担う人材の育成，確保に取り組むとともに，新規

就農や新規創業をはじめ，意欲のある人や企業等に対する支援を行うなど，地域産業

の基盤強化を図ります。 

 

基本政策７ 温かなまちの賑わいと国内外との多様な交流の創出 

中心市街地や各地域の個性を生かし，人が集い，感動につながる取組を進めるとと

もに，交通機能などの充実を図り，まち全体の魅力を高めます。 

こうした魅力を広く発信し，新たな人の流れを作り出し，まちが人を呼ぶ温かな賑

わいづくりを進めます。 

  また，拠点機能の強化や広域連携による観光振興などに取り組み，多様な交流を世

界に広げ，本市はもとより北北海道全体の活性化を図ります。 

 

 

基本目標４ 自然と共生し，安全・安心な社会を支える強靱なまちを目指します 

水と緑に抱かれた四季折々の美しい自然と快適な生活環境を次代へと引き継ぎながら，

様々な危機に対して強靱な都市を築き，市民がいつまでも愛着を持ち，安心感に包まれ

たまちを目指します。 

 

基本政策８ 四季を通じて暮らしやすい快適な都市の構築 

市民や地域，行政などがそれぞれの役割を担い，効果的な雪対策を推進するほか，

自然と調和した景観づくりを進め，四季を通じて快適な住環境の創出を図ります。 

  また，人口や社会ニーズの変化を見据え，市営住宅や道路，水道など社会資本の計

画的かつ効率的な運用を図り，暮らしの安全を支える都市の構築に取り組みます。 
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基本政策９ 環境負荷の低減と自然との共生の確保 

  豊かな自然環境を損なうことなく次代に引き継ぐことができるよう，環境に対する

市民意識を高め，野生生物の保護など生物多様性の保全を進めます。 

  また，快適な生活環境の確保はもとより，３Ｒ注５の推進や地域特性を生かしたエ

ネルギーの有効利用の促進など，環境負荷の低減を図り，環境に配慮したまちづくり

を進めます。 

 

基本政策１０ 安心につながる安全な社会の形成 

防災・消防・救急体制の充実をはじめ，地域の安全を担う消防団の強化や自主防災

組織の育成を進め，広域的な連携の下，大規模自然災害等に即応できる総合的な防災

力の強化を図ります。 

また，悲惨な交通事故の根絶や多様化する犯罪の撲滅を目指し，市民の安心につな

がる安全な社会づくりを進めます。 

 

 

基本目標５ 互いに支え合い，共に築くまちを目指します  

市民や行政などが互いの役割と責任を自覚し，自分達のまちは自分達でつくる自主自

律のまちづくりを進めます。 

また，広域連携を進めるとともに，本市の拠点性を発揮し，北北海道の活性化を目指

します。 

さらに，まちづくりを担う市役所が総合力を高め，経営の視点に立ち，将来にわたっ

て健全で持続可能な自治を目指します。 

 

基本政策１１ 市民，地域，行政が結び付き，心が通い合う環境づくり 

市政情報の効果的な発信や市民ニーズの的確な把握に努めるなど，市民や地域，行

政などがそれぞれの役割や責任を自覚し，協力して課題解決に取り組むことができる

環境づくりを進めます。 

また，男女が互いに尊重し，責任を分かち合う男女共同参画社会の形成を推進しま

す。 

 

基本政策１２ 広域連携によるまちづくり 

北北海道全体の活性化を目指し，本市の地理的特性や都市機能等を生かすとともに，

上川中部圏域や北北海道の自治体をはじめ，国や道などの他の機関との連携や相互の

補完を進めます。 

 

基本政策１３ 機能的で信頼される市役所づくり 

市政課題の多様化や様々な危機にも迅速かつ的確に対応できる人材を育成すると

ともに，組織の簡素化を図り，柔軟でより機能性を発揮する体制づくりを進めます。   

また，市民に信頼される公平・公正な市政を推進し，限られた行政資源の最適な配

分と協働の視点により，サービスの質の充実と効率化を図り，将来の世代に責任の持

てる行財政運営に努めます。 

                                                   
注５  廃棄物の削減に係る取組として，リデュース(排出抑制)，リユース(再使用)，リサイクル(再生利

用)の３つを指します。 
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７ 都市構造の方向性 

 

本市は，旭川駅を中心に都市機能や住宅地が形成され，その周囲には豊かな田園地帯

と雄大な自然を有する大雪山連峰が広がり，水や緑が都市部に溶け込んでいるような特

徴的な都市の形態となっています。 

このような都市と自然が調和した本市の特徴を生かし，市民と行政などが共に地域の

魅力を高めながら，持続可能な都市づくりを進めていくための方向性を示します。 

 

【方向性】 

人口や社会ニーズの変化を見据え，地域特性を最大限活用しながら，コンパクトで

効率的な都市構造の構築に向けた取組を計画的に進めるほか，市民一人一人のライフ

スタイルの転換を図り，持続可能で低炭素なまちを目指します。 

中心市街地では，北彩都あさひかわと駅南北との機能連携や回遊性の向上などによ

り賑わいを創出するとともに，各地域が持つ個性を生かした活動の促進や市内外の効

率的な交通ネットワークの充実などに取り組み，まち全体の魅力と利便性の向上を図

ります。 

また，都市計画の適正な運用を進めながら，将来のまちの発展を見据え，地域産業

を支える都市の基盤強化を図ります。 

さらに，空港機能の充実など拠点性を向上させ，本市のみならず，北北海道全体の

発展や国際化を推進します。 

地球規模で生物多様性の損失が懸念される中，景観や環境，防災など多面的な役割

を担う自然を次代に引き継ぐため，自然環境の保全とともに，都市部においては，緑

の効果的な活用を進めながら，郊外の農地や森林，河川などとネットワーク化し，市

街地を囲む「緑の回廊」として保全・活用を図り，暮らしの豊かさや地域への愛着が

感じられるまちづくりを進めます。 

また，これまで地震など大規模自然災害に見舞われることの少なかった本市の特性

に油断することなく，総合的な防災力の強化を図り，市民一人一人に支えられた「災

害に強いまち」を目指します。 

これらの取組を一体的に進め，将来にわたり市民の暮らしを支え続けることができ

る都市を構築していきます。 
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【現状と課題】 

本市は，周辺に広がる農業地帯や丘陵地帯を背景に，旭川駅を中心として，ほぼ同心円状に行

政・商業など様々な都市機能が集積する中心市街地が形成され，その周縁部には快適な生活圏が

形成され，産業・流通機能が発達しています。 

比較的コンパクトに都市が発達しているものの，旧町村との合併や郊外地域への宅地造成など

に伴い徐々に市街化区域が広がっており，中心市街地では空洞化への対応が課題となっています。 

中心市街地は，北彩都あさひかわの整備により質の高い都心空間が形成され，今後も引き続き，

中心市街地全体の活性化への取組が求められています。 

また，本市の交通体系は，２環状８放射道路注６を中心とした地域交通体系と，空港，鉄道４線，

国道４路線及び２高速１連携道路注７などの広域交通体系が整備されていますが，誰もが使いやす

い地域内公共交通の構築のほか，航空路線の更なる国際化への対応や道内外の各都市を結ぶ交通

体系の利便性向上など，拠点性の強化が課題となっています。 

今後のまちづくりは，身近な生活圏や農村地域などが持つ地域資源を再認識し，地域の魅力を

高めながら，都市計画，都市基盤整備，環境保全，地域コミュニティの強化，賑わいの創出や交

通体系の充実など，まちの発展に向けた取組を進めていくことが重要です。  

 

 

 

 

 

  

                                                   
注６  2 環状は，内環状道路（道道旭川環状線）及び外環状道路(道道鷹栖東神楽線)，8 放射は，国道

12 号，39 号，40 号，237 号，道道旭川多度志線，旭川幌加内線，瑞穂旭川停車場線，旭川旭岳

温泉線をいいます。 
注７  2 高速は，北海道縦貫自動車道及び旭川紋別自動車道，1 連携は，地域高規格道路（旭川十勝道

路）をいいます。 
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【参考資料】 

 

主な策定経過 

 

年　月 項　目 内　容
Ｈ２６．２ 旭川市まちづくり市民意識調査の実

施
市民３千人にアンケート調査を実施

Ｈ２６．３ 旭川市まちづくり市民意識調査報告
書の作成

旭川市総合計画市民検討会議（Ｈ２６．５設
置）に資料として提出

Ｈ２６．４～８ まちづくり対話集会の開催 市内１０地域で開催

Ｈ２６．５～Ｈ２７．３ 職員ワーキンググループの設置 職員（２２名）による検討

Ｈ２６．５～１１ 旭川市総合計画市民検討会議の設
置

・公募市民１０名を含む，４７名の委員によ
る検討
・４分科会に分かれ検討
・延べ２２回会議を開催
・高等教育機関の連携組織である旭川ウェ
ルビーイングコンソーシアムに委託

Ｈ２６．６～１１ 地域まちづくり推進協議会での意見
集約

市内１４地域のまちづくり推進協議会からの
意見を集約

Ｈ２６．６～１０ 若手産業人ヒアリングの実施 若手産業人（３７名）からの意見収集

Ｈ２６．６～１１ 関係機関アンケート調査等の実施 広域自治体（道北８市，上川中部９町），市
内関係機関等（１３機関）へのアンケート調
査を実施

Ｈ２６．６ 市長への手紙の募集 総合計画に関する意見についても募集

Ｈ２６．６～１１ 次世代ワーキンググループの設置 大学生（２５名）による検討

Ｈ２６．７ 第７次旭川市総合計画点検報告書
の作成

旭川市総合計画市民検討会議に資料とし
て提出

Ｈ２６．７～８ 次世代ワーキンググループの設置 小中高校生（４６名）による検討

Ｈ２６．８ 若者との対話集会 １回開催
Ｈ２６．７～８ 子育て世代との対話集会 ２回開催
Ｈ２６．１１ 市民発表会 市民検討会議，次世代ワーキンググルー

プ，職員ワーキンググループからの提言及
び市民への発表

Ｈ２７．１ 次期総合計画策定方針の決定


